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平成25年4月1日

家庭裁判所事務局総務課長殿 ｆ

〃

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐若井啓悟

最高裁判所事務総局家庭局第二課課長補佐石川公寛

）

期日進行管理プログラム（家事事件用） ，後見事件管理先

クﾗﾑ及び調停委員出勤管理プﾛダﾗﾑの運用支援契約につ
いて（事務連絡)・

標記の運用支援契約（平成25年度分）について，下記のとおりお知'録同ﾛvﾉ星、又痙夫ボリl子奴zb年度分）について，下記のとおりお知らせします。

なお，管内の支部及び出張所に対しては，所管の家庭裁判所本庁から速やかに本
事務連絡の内容を周知してください。 、

記

1 ．運用支援内容

別添仕様書（別表第2は省略）のとおり

2運用支援業者及び連絡先

別添期日進行管理プログラム（家事事件用)等運用支援一覧表のとおり．

※運用支援業者及び連絡先が4月から変更となるので注意する。
3定期報告書

運用支援業者から毎月’回提出される定期報告書については,以下のとおり取
り扱う。

（1） 内容確認

定期報告書に家庭裁判所本庁又は管内の支部若しくは出張所分の記載がある

場合には，当該本庁の総務課に対し, ､最高裁判所から電子メールで同報告書を

）

け



送信するので，同メールの送信を受けた庁は，その内容が正しいかどうかを当

該庁に確認し，内容に誤り又は疑問がある場合には， （2鹿載の連絡先まで電子
メールにより連絡する。

(2)プログラムの所管部署（連絡先)

ア期日進行管理プログラム（家事事件用）及び調停委員出勤管理プログラム
について

情報政策課情報処理第一係

(ｱ）電子メール
、

■

メールアドレス：

、

(係窓口用）

（ｲ）電話

03－3264－8111 （代表） （内線一一．
■■■■■■■■「-一, (夜間直通）

イ後見事件管理プログラムについて

家庭局第二課家事資料係

（ｱ）電子メール

メールアドレス

(ｲ）電話’

(係窓口用）

0

03-3264-8111 (代表） （内線■■■
(夜間直通） ．

､



仕 様 書

第1 件名

期日進行管理プログラム（家事事件用）等の運用支援
第2業務の目的，概要

期日進行管理プﾛグﾗﾑ(家事事件用) (以下｢家事プﾛグﾗﾑ｣という｡ j ,期日
進行管理プログラム（簡裁民事事件用） （以下｢簡民プログラム」という。 ） ，關停委
員出勤管理プログラム（以下｢出勤管理プログラム」という。）及び後見事件管理プロ
グラム（以下｢後見プログラム」という。 ）に関して,障害発生時の業務復旧体制を砿
立し'操作，障害の問い合わせ対応等の業務iこより，円滑な動作を砲保し,運用を維持
するものである。

第3・業務の対象

1 対象プログラム

家事プログラム，簡民プログラム，出勤管理プログラム及び後見プログラム（以下
「各プログラム」という。 ）,のアプリケーション

）

2対象庁

各プログラムに対する運用支援業務の対象庁（以下「対象庁」という。 ）は，次の
とおり･とする。

（1）家事プログラム及び後見プログラム

別表第1記載の家庭裁判所本庁，支部及び出張所
（2）簡民プログラム

別表第2記職の簡易裁判所
（3） 出勤管理プログラム ・

別表第1及び第2記載の家庭裁判所本庁,支部及び出張所並びに簡易裁判所
第4受付窓口の設置

’ 舗負者は，社内に；最高裁判所及び対象庁からの各プログラムの操作に関する質問，
各プログラムの稼働中に発生した障害並びに各プログラムを正常動作させるために必要
な外部アプリケーションソフト及びネットワーク環境の設定等に関する問い合わせを受
け付ける専用の窓口を次のとおり股置し，問い合わせ等に対する回答を行う。
1 受付窓口股置期間

0

I

・平成25年4月1日 （月）から平成26年3月31日（月）まで．
2 ．受付方法

電話，ファクシミリ又は電子メールの受信により行うも・のとする。電話により受け
付ける場合には，裁判所の休日を除く日 （以下「開庁日」という。 ）の午前9時から
午後5時まで受信可能とする。ファクシミリ又は電子メールにより受け付ける場合に
は, 24時間受信可能とし，平日午後5時以降及び休日に受信した場合は，翌平日を
受付日とする。 ,

3 問い合わせに対する回答
（1）回答方法

1

、

b



舗負者は，原則として，電話， ファクシミリ又は亀子メールにより，問い合わせ
を行った庁（以下「問い合わせ庁」という。 ）に対して，直接回答する。ただし，
問い合わせ庁に対してファイルを送付する必要があると請負者が判断したときは，
当該ファイルの作成及び送付の必要性について，最高裁判所事務総局情報政策謀
（塞亭言ヅラム個民プﾛグﾗﾑ及び出勤管理プﾛグﾗﾑに関して)叉題言墨
判所事務総局家庭局(後見プログラムに関して）の担当係(以下, これらを併せて
「最高裁担当部署」という。 ）に事前に砿認した上,最高裁担当部署を通じて電子
・メールの送信を行う。

(2)回答時間

開庁日の午前9時から午後5時までとする。
(3) 回答期限

諸負者は，遅くとも問い合わせ等を受け付けた日の翌開庁日の回答時間内に，問
い合わせ庁に対して回答する｡･ただし，調査を行う必要があり前記回答期限までに、

回答が行えないときには，第’次回答として％前記回答期限までに，關査する旨及
ぴ回答を行う期限を問い合わせ庁に伝えるとともに最高裁担当部署に報告する6

． 』

(4) その他

賄負者は,問い合わせ庁からの敵､合わせ内容,発生した障害の状況等から，問
い合わせ庁のみならず,他の対象庁に対しても対応を行うことが相当であると判断
したときは，最高裁担当部署に対して問い合わせ及び回答の内容を報告する。
また， 1の受付窓口段置期間内に対応が完了していなし墹い合わせがある場合に
は，平成26年3月31日に,‘問い合わせ内容及び受付窓口設置期間内の対応履歴
を最高裁担当部署に報告する｡：
業務の内容

運用支援統制業務

舗負者は，運用支援サービスの品質を維持するため，運用支援業務に従事する者へ
の監督，審査，教育，支援等を行う。
運用支援環境構築 ：

｝

』
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2運用支援環境構築 ：

（1）鯖負者は，対象庁に対する窓口として電諾，ファクシミリ又は電子メールによる
問い合わせを受け付けることができる環境を用意する。

（2）蔚負者は, :対象庁からの利用環境の設定に関する問い合わせに迅速に対応するた
め，最高裁判所から各プログラムの貸与を受けて，次の利用環境を用意すること｡
アサーバ専用機

WindowsServer2003SP2機1台

.WindoWsSerVer2008SP2機 1台 ,

イクライアント機（クライアント兼サーバ機として利用する場合を含む。 ）
mWindowsXPProfessionalSP3機2台（ただし，最高哉判所が別途指示す
る時点から, WindowSVistaBusinessSP2機に変更する。 ).
") WindowsVistaBusinesSSP2機2台 ：

3問い合わせ等対応

（1）操作方法等の回答



謂負者は,対象庁からの各プログラムの操作の問い合わせ,機能の問い合わせ等
に対し，操作方法等を回答する。
(2)障害発生時の初動対応

舗負者は，対象庁から各プログラムについて障害が発生した旨の連絡を受けたと
きは，次の初動対応を行う。

ア障害原因の鯛遂解明及び報告

舗負者は,詳細な障害内容について聴取するとともに,障害が各プﾛグﾗﾑiこ
起因し,若しくはこれに関連するものであるのか,又はハードウェアにあるのか
についての障害原因の切り分け作業を行い，その原因を速やかに調査及び解明
しゥ問い合わせ庁に対して報告する。 、

イ障害原因に対する対処方法の提示

溺負者は，障害が各プログラムに起因し,又はこれに関連するものであるとき
は，適切な対処方法を速やかに問い合わせ庁に対して提示する。適切な対処方法
を速やかに提示することができないときは，応急的な対処方法を提示する。
なお，このとき提示した対処方法が暫定的なものであると.ぎは，後日，恒久的
な対処方法を速やかに提示する。

また，各プログラムにおいて,適正でないデータが作成されたことで障害が発
生し，障害発生の原因となるデータの補正が各プログラムの通常の操作で行うこ
とができない場合には,舗負者ほ,各プログラムにおけるヂｰﾀの補正方法につ
いて最高裁担当部署と協畿する。

） プログラム及びデータ復旧等作業時の対応

謂負者は，問い合わぜ庁から各プログラム文は各プログラム上のデータが破壊さ
れるなどの障害が発生した旨の連絡を受けたときは，次の対応を電話により行う｡
アパックアップﾌｧｲﾙからのデｰﾀ復旧作業方法の指示
請負者は，各プログ,ラムのバックアップ機能によりサーバ又は他の外部媒体に
保存されたバックアップファイルに基づくデータ復旧作業方法を問い合わせ庁
‘に対して指示する。

イ．インストールファイルからの各プログラム復旧作業方法の指示

開負者は，各プログラムのインストールファイルが格納されたnVD等又は別
途保存したインストールファイルに基づくプログラムファイル復旧作業方法を‘
問い合わせ庁に対して指示する。

ウ障害を発生させるデータの補正作業方法の指示

舗負者は， (2)イの最高裁担当部署との協畿により，問い合わせ庁において各プ
ロ1グラムのデータを補正するために行うこととなった作業（各プログラムのデー

｝

(3)

）

つ

■

タベースを開いてデータ補正を行う作業又はデータ補正用スクリプトファイル
の適用作業等）の方法を，問い合わせ庁に対して指示する。
ェ問い合わせ庁への連絡等

障害原因が特定されたときは，萌負者は，その対応策を問い合わせ庁に対して
連絡する。

(4) プログラムインストール作業時等の対応



謂負者は，問い合わせ庁から各プログラムの改修が行われた際の改修後プログラ
ムへのバージョンアップ作業方法又は障害によらない各プログラムの新規インス
トール作業方法についての問い合わせがあったときは，電話により対処方法を提示
するなどの対応を速やかに行う。

4ネットワーク設定に関する支援

鯖負者は，問い合わせ庁から各プログラムを正常動作させるのに必要なネットワー
ク環境の設定に関する障害が発生した旨の連絡を受けたときは，電詰による対応を孜
のとおり速やかに行う。

(1)謂負者は，問い合わせ庁から各プログラムに接続できないなどのネットワーク環
境の設定に関する障害が発生した旨の連絡を受けたときは，障害の切り分けを支援
する。

(2)請負者は，問い合わせ庁においてLAN環境の再構成が行われるときは， これに
伴う各プログラムへの影騨等の問い合わせに対して回答する。
アクライアント兼サーバ機のコンピュータ名変更及びネットワーク股定
（ｱ）各プログラムにおけるMicrosoftSQLServer2008EXpressの接続設定
㈹各プログラムにおけるOpenDataBaseConnectivityの利用股定
イサーバ専用機のネットワーク股定 ．

（ｱ）各プログラムにおけるMicrosoftSQIjServer2008Expressの接続設定 ．
（ｲ）各ブﾛグﾗﾑにおけるMicrosoftSQLServer2008の接続設定
㈲各プログラムにおけるOpenDataBaseConnectivityの利用股定
ウ クライアント機のネットワーク段定

（ｱ）各プﾛクﾗﾑにおけるMicrosoftSQLServer2008Expressへの接統股定
（ｲ）各プログラムにおけるMicroSoftSQLServer2008への接続設定 、
㈲各プログラムにおけるOpenDataBaseConnectivityの利用股定
外部アプリケーション設定に関する支援

）

5

、 謂負者は,問い合わせ庁から各プログラムを正常稼働させるために必要となる次の
外部アプリケーシヨンソフトの股定に関する問い合わせを受けた場合， これに対して
回答し， これらの設定時に障害が発生した旨の連絡を受けたときは，電話により対処
方法を提示するなどの対応を速やかに行う。
(1)データベースエンジン等 ． ： 、

7MicrosoftSQLSerVer2008Express
. ,f MicroSoftSQLSerVer2008

ウ OpenDatabase･Connectivity.
（2） アプリ.ケーションソフト

7MicrosoftACceSS2003

イMicrosoftExcel2003(後見プログラムに関する問い合わせのみ）
ウMicrosoftAcceSS.2007

=MicrosoftExcel2007(後見プログラムに関する問い合わせのみ）
6障害鯛査等

（1）舗負者は，各プログラムに障害が発生したとの問い合わせに対し，障害の切り分

）



けを行う。

（2） (1)の障害の切り分けの結果，各プログラムに起因する障害であると判明した場
合,舗負者は’問い合わせ庁に報告するとともに最高裁担当部署にも報告する。
7理疵担保麺間の切り分け ・

舗負者は’各プログラムに起因する障害等が発生･した場合， この障害等が各プログ
ラムの理挺担保期間経過後の障害か否かを切り分け，坂疵担保期間中の障害とされた
ものに関し，暇誕担保責任の履行を要するものか否かについて，最高裁担当部署と協
磯する。

第6定期報告等

1 ．舗負者は， 1か月分の業務内容を定期報告書に取りまとめて提出する｡
2業務に支障がある障害が発生するなど緊急対応を要すると判断される場合には，謂
負者は， 1の定期報告書以外に臨時報告書を速やかに提出する。
3 1及び2の報告書には,問い合わせ庁,問い合わせ日,問い合わせの内容,回答日，
鯛査結果,対応方法,担当者名，作業時間等を記載する。
第7提出物等． ・

1 提出物 ‘

諸負者は，月の初日から末日までに対象庁から受Iﾅ付けた第5の3から7までの問
， い合わせや連絡に対応した内容を，具体的かつ詳細に記載した定期報告書及びその電
子データを次のとおり提出する。

（1）期日進行管理プログラム（簡裁民事事件用） 各月1部
（2）期日進行管理プログラム（家事事件用） 各月1部
（3）關停委員出勤管理プログラム 各月1部
（4） 後見事件管理プログラム 各月1部
2書式

日本賂･を使用し，作業項目等に関する用語の定義は，共通フレーム2007
(SLCP-JCF2007)に基づくこと。書式は， 日本工業規格(JISPO138)A列4番縦置き，
横書き；左とじとする。

3提出期限

翌月の7営業日以内とする。
4提出先

． ・東京都千代田区隼町4番2号最高裁判所
（1） ，(,)から(3)までの提出物
事務総局情報政策謀

（2） ，(4)の提出物
事務総局家庭局

5著作横･

（1）提出物の著作楠は，著作権法第27条及び同第28条に規定する横利を含めう提
出時に最高裁判所に移転する。

（2）鯖負者は，提出物に関する著作者人格楠その他の楠利を有する場合においても，
・ 最高裁判所に対してこれを行使しないものとする。

）

）

、



0

． （3）諮負者が業務の着手以前から有していた提出物に係る著作権についてはj請負者
に留保されるものとする。この場合，請負者は最高裁判所に対し,､提出物を最高裁
判所において使用するために必要な範囲で，留保された著作権に関し，著作権法に
基づく利用を無償で許諾する。

（4） ・最高裁判所は,その業務の遂行に当たり，無償で謂負者が創作した著作物を使用
し，複製し，改良する櫓利を有するものとする。 ・

第8特記事項

1 舗負者は，品質マネジメントシステムに関するISO9001の露証を受けているか，又
はそれと同等の品質保障体系を確立していること。

2諸負者は，個人情報保霞に関するプライバシーマークの取得又はそれと同等の個人
情報保護体制を確立していること。

3謂負者は, iSO27001又は情報セキュリティマネジメ．ントシステムに関するISmS適
合性評価制度(JISQ27001)のいずれかの認証を受けているか，又はそれらと同等の、
セキュリティ水準を確立していること。
第9 その他作業条件等

， 請負者は,本件業務の履行が確実に行われるよう,本件業務の全期間にわたって，
必要となるスキルj経験を有した謂負者側の人員を確保しなければならない。これに
関連し，請負者は，次の作業を行うこと。

（1）請負者は，契約締結後速やかに，業務に従事する者（以下「要員」という。 ）の
人数及び社内体制を明らかにした運用支援体制図を最高裁判所へ提出する。
（2）錆負者は，問い合わせ庁から問い合わせ又は連絡を受けるための電話番号， ファ
クシミリ番号又は電子メールアドレスを最高裁判所に通知する。
（3）請負者は, (2)の電話番号等を最高裁判所が対象庁に対して通嫡ることを承露す
る。

（4）請負者は,要員の氏名,経歴及び必要な事項について,書面をもって最高裁判所
に報告し，その承認を受ける。 ,

(5)請負者は,要員が本件業務を円滑に実施するための支援体制を舗負者において確
保する。

2謂負者は，原則として，本件業務の全部又は一部を他の者に下舗発注してはならな
い｡館負者において下謂が必要であると判断した場合は，あらかじめ書面で最高裁判
所に申謂し,承諾を得なければならない。また,最高裁判所の承路を得た場合,爾負
者は，舗負者の責任に鐙いて，本件作業で請負者が負担すべき義務と同等の義務を下
舗者に負わせなければならない。

3 司法情報通信システム(J･NET)やそれに連接するシステム等，既存のシステムに
おいて問題が発生し，その解決に当たって最高裁判所が各プログラムに関する情報が
必要であると判断してその提供を求めた場合には，舗負者は，これに協力する。
4請負者は，次の事項につき守秘義務を負い，これは，本件契約が終了した後も同機
とする。個人情報等のうち，裁判所から磁気記録媒体又は光記録媒体により提供を受
けた.ものについては‘当該運用支援作業終了後直ちに当該媒体を裁判所に返却するこ
ととし，その他の方法によるものについては，当該運用支援作業終了後直ちに復元が

1

〕



ー

不可能な状態にして消去又は廃棄処理をしなければならない。また，請負者は，次に
示した事項が外部に漏えいするなどの事故が発生した場合には，直ちに事故内容を詳
細かつ具体的に最高裁判所に報告しなければならない。
（1） ‘本件業務中に知り得た業務上の秘密に関する事項（裁判所が保有する個人情報を
含む。 ） ．

（2）本件業務中に知り得た各プログラムを含む裁判所のシステムの機飽.構造‘設置
場所等，漏えいすると裁判所のｼｽﾃﾑ運営上の危機を惹起するおそれがある一切
の事項

（3）最高裁判所から開示された資料のうち公開することが適切でないもの。ただし，
公開するこ･とが適切であるか否かは，データ等の開示の都度，最高裁判所が指定す
る。

5本件業務に関連して謂負者が必要とする作業場所等は，本件業務の性質上最高裁判
所が当然に提供すべき場合及び本仕機書に配載されてし､る場合のほかは，舗負者が用
意するものとする。

1

6本件業務に関連して請負者側に発生する連絡交通費，電話，郵便等の通信費等につ
いてはいずれも謂負者の負担とし，別途，最高裁判所に対し請求しないものとする。
7請負者が本件業務を遂行するに当たり;最高裁判所は,次の事項に関して適当と關
める範囲で舗負者に対する支援を行う。

（1）最高裁判所が対象庁に配布した各プログラム（いずれも最新バージョン）の貸与
（2）最高裁判所が対象庁に配布した各プログラムのマニュアルの貸与
（3）各ヌログラムの設計書類の貸与

（4）対象庁との間の情報連絡

定期報告書等により報告されている既知の障害や手順雷上明確な操作に関する
回答をすることも含む。

（5）対象庁の環境に関する情報提供

（6） その他最高裁判所の協力が相当と考えられる事項

8本仕椴書に記載されていない事項又は仕様について疑蕊が生じた場合及び予想外の
事態が生じた場合には，最高裁判所及び請負者双方が協酸して決定するものとする。
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(別表第1）

家事プログラム,後見プログラム及び出勤管理プログラム運用支援対象庁一覧
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